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４ 我孫子市生涯学習推進本部設置要綱 
 
平成 10年８月７日訓令第 24号 
改正 平成 2１年 6月 5日訓令第 14号 
 

 
（設置） 

第１条 生涯学習の振興に関する行政施策を総合的に推進するため、我孫子市生涯学習推進

本部（以下「本部」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 本部の任務は、次のとおりとする。 

(１) 生涯学習基本構想・基本計画の策定及び実施に関すること。 

(２) 生涯学習に係る諸施策の協議及び総合調整に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に係る重要事項に関すること。 

（構成） 

第３条 本部員は、我孫子市庁議設置規則（昭和 63年規則第 32号）第３条第１項に規定す

る者をもって充てる。 

（本部長、副本部長及び事務局長） 

第４条 本部に本部長、副本部長及び事務局長を置く。 

２ 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長、事務局長には生涯学習課長をもっ

て充てる。 

３ 本部長は、本部の会務を総理し、本部を代表する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あ

らかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。 

５ 事務局長は、本部長の命を受け、生涯学習の推進に関する事務を掌理する。 

（会議） 

第５条 本部長は、必要に応じて本部の会議を招集し、その議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員又はあびこ楽校協議会の市民

委員（あびこ楽校協議会運営要綱（平成 15年告示第 118 号）第３条第２項第１号に規定する

委員をいう。）に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（あびこ楽校協議会） 

第６条 本部に、生涯学習推進に関する調査研究及び調整を行うため、あびこ楽校協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の組織、委員その他運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

（事務局） 

第７条 本部に事務局を置き、本部及び協議会の庶務を処理する。 

２ 事務局の事務は、教育委員会生涯学習部生涯学習課が担任する。 

（委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。  
附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 
 附 則（平成 20年 3月 31 日訓令第 10号） 

この訓令は公示の日から施行し平成 21年 4月 1 日から適用する。 
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５ あびこ楽校協議会運営要綱 
 
平成 15年８月 29日告示第 118号 
平成 21年 6月 5日告示第 121号 
 
 
（趣旨） 

第１条 この告示は、我孫子市生涯学習推進本部設置要綱（平成 10年訓令第 24号）第６条

の規定に基づき設置するあびこ楽校協議会の組織、委員その他運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（協議会の任務） 

第２条 あびこ楽校協議会（以下「協議会」という。）は、次に掲げる事項について協議す

ることを任務とする。 

(１) あびこ楽校の推進に関すること。 

(２) 我孫子市生涯学習推進計画（平成 15年３月策定）に基づく生涯学習関連事業の推進に

関すること。 

(３) 市民主催の学習事業への支援及び後援に関すること。 

(４) 生涯学習振興のシンボル的・先導的事業の推進に関すること。 

(５) その他生涯学習関連事業に関すること。 

（組織及び委員） 

第３条 協議会は、委員 60人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者又は団体の代表者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 市民等公募による市民 

社会教育団体 福祉関係団体 自然環境団体 商工関係団体 農業関係団体 学校

関係者 民間教育事業関係者 学識経験者 

 

(２) 市職員 

ア 生涯学習主管課長 

イ 次の表に掲げる課等に属する課長又は課長補佐（相当職を含む。） 

秘書広報課 企画課 財政課 市民活動支援課 男女共同参画室 福祉相談課   

国保年金課 健康づくり支援課 子ども支援課 手賀沼課 クリーンセンター   

農政課 道路課 都市計画課 消防本部総務課 経営課 学校教育課 指導課       

文化・スポーツ課 鳥の博物館 図書館 

 

（委員の任期） 

第４条 前条第２項第１号に掲げる委員（以下「市民委員」という。）の任期は、２年とす

る。 

２ 市民委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 市民委員（公募による市民を除く。）は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、生涯学習主管課長をもって充てる。 

３ 副会長は、市民委員の互選により定める。 

４ 会長は、会務を取りまとめ、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 
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第６条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、必要があると認めたときは、市民委員で会議を開催することができる。 

３ 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴

くことができる。 

（専門部会） 

第７条 協議会に、生涯学習関連事業に関し調査研究を行うため、次の専門部会を置くこと

ができる。 

(１) 総合調整部会 

(２) シンボル事業運営部会 

(３) 学習環境整備部会 

２ 専門部会の組織に関する事項は、別に定める。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って別に定める。 

附 則 
この告示は、平成 15年９月１日から施行する。 
附則（平成 20年 3月 31 日告示第 63号） 

この告示は、告示の日から施行し平成 21年 4月 1日から適用する。 
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６  用語解説 
 

ア 

我孫子市第二次基本計画 

 我孫子市基本構想は、平成１４年度を初年

度として、平成３３年度を目標年次とする。

第二次基本計画は、この基本構想の第２期の

基本計画として、平成２０年度から８年間の

まちづくりの方向性を示す計画。この基本計

画では、市を取り巻く環境変化を見据えなが

ら、その特性・独自性を発揮し持続可能な都

市として発展できるよう、必要な施策の展開

方向を明らかにしている。 

 

我孫子市国際交流協会（AIRA） 

 市民主体の活動をとおして市民一人ひと

りの国際化を推進し、国際親善に貢献するこ

とを目的に平成４年１０月設立された。外国

人のための日本語教室、外国語会話講座、日

本語の教え方講座、翻訳、通訳などの事業を

行っている。運営は、国際友好と親善を推進

するため設けられた任意団体であり、我孫子

市民によって運営されている。 

 

あびっ子ネット 

 文部省（現・文部科学省）では、平成１４

年度からの学校完全週５日制に向け、親や子

どものさまざまな活動を振興することを目

的とした「全国こどもプラン」の一環として、

情報連絡組織としての「こどもセンター」の

設置を、全国の主な都市に進めてきた。これ

により、我孫子市においても平成１３年度か

ら３年間、国の委嘱事業として活動がスター

トした。あびっ子ネットでは、平成１５年度

をもって国の委嘱事業としての運営は終了

し、平成１６年４月からは、市の委託事業と

して行政と連携して活動が継続されている。

運営組織の名称は「あびこ子どもネットワー

ク」として、引き続き情報誌「あびっ子ネッ 

ト」を年５回制作・発行しホームページで情

報を提供している。 

 

生きる力 

 自分で課題を見つけ、自ら学び・考え・主

体的に判断・行動し、よりよく問題を解決す

る能力、自ら律しつつ他人と協調し、他人を

思いやる心や感動する心など、豊かな人間性

とたくましく生きるための健康や体力をさ

している。（中央教育審議会答申：平成１０

年６月３０日） 

 

カ 

家庭教育 

  親がその子に家庭内で、言葉や生活習慣、

コミュニケーションなど生きていくうえで

必要なライフスキル（生きていくうえでの技

術）を育てる教育。 

 

学校教育 

 教育基本法に定める学校で行われる教育。 

教育の目標が達成されるように教育をうけ

るものの心身の発達に応じて体系的、組織的

に行われる教育。 

 

学習活動 

 学習することを目的として行う意図的な

活動。学習には、参加者に学習させることを

目的とした意図的な活動として「教育訓練活

動」、本などを用いて教育訓練機関等の助け

を借りずに行う「自己学習活動」、学習を目

的としないで結果として偶然に何かを学習

する「偶発的学習」がある。  

 

学習機会 

「学習」が行われ得る場・活動。 
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学習情報 

 学習を進めていくうえで参考とすべき手

がかり（情報源）を提供する情報。 

 

学習ニーズ 

 人が学習することを意識的あるいは無意

識に求めること。 

 

環境問題 

 人類の活動に由来する周囲の環境の変化

により発生した問題の総称。 

 

キャリア教育 

望ましい職業観・勤労観及び職業に関する

知識や技能を身に付けさせるとともに、自己

の個性を理解し、主体的に進路を選択する能

力・態度を育てる教育。我孫子市では平成１

９年度から、すべての小・中学校で職場体験

学習を核とした、子どもの発達段階に応じた

キャリア教育に取り組んでいる。 

 

協 働 

 異なる主体が対等な立場でそれぞれの長

所を生かし、共通の目標に向けて協力するこ

と。市民と行政が対等の立場に立ち、共通の

課題に協力しあって取り組むこと。 

 

現代的課題 

 少子高齢化、国際化、高度情報化、男女共

同参画、環境問題など社会経済動向の変化に

伴って発生した問題。現代社会において、何

らかの取り組みが求められる問題。 

 

高度情報化 

 情報が物やサービス以上に有力な資源と

なり、情報の価値の生産を中心として、社

会・経済が発展すること。情報化社会の基盤

整備が進んで企業内通信情報網、付加価値通

信網などのデータ通信や通信衛星による移

動体通信、マルチメディアによる双方向の情

報交換などが日常的にできること。 

 

高齢社会 

高齢化社会とは、高齢者の増加により、人

口構造が高齢化した社会をいう。指標として

は、総人口に占める高齢人口（65 歳以上人

口）の比率が高まっていくことをいう。高齢

化率によって分類され、高齢化率 7％～14％

が高齢化社会、14％～21％が高齢社会、21％

～が超高齢社会に分類される。日本は 1970

年（昭和 45年）に高齢化社会に、1994 年（平

成 6 年）に高齢社会になり、2007 年（平成

19年）には超高齢社会となった。 

 

サ 

酸性雨 

 環境問題の一つとして問題視される現象

で、大気汚染により降る酸性（厳密にはｐｈ

5.6 以下）の雨のことをさす。酸性雨は森林

の立ち枯れ、建築物の腐食、湖沼・土壌の酸

性化をもたらす原因となる。 

 

社会教育 

 社会において行われる教育であり、学校教

育や家庭教育に対比されることが多い。 

なお、現在では「社会教育」に換えて「生涯

学習」という用語を狭義の同義語として使う

場合も多い。 

 

市民活動 

 市民が自らの価値観、信念、関心に基づき、

自分たちの生活とコミュニティの貢献を目

的に、自発的に行う行動。 

 

職業教育 

 即戦力となる職業人としての人材を育成

するための知識・技能を修得させるための教

育。 
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生涯学習関連施設 

 通常は生涯学習センター、公民館、図書館、

博物館、視聴覚ライブラリー、体育館、文化

会館、女性教育会館などをさす。また、カル

チャーセンター、職業訓練施設、企業の研修

施設も学習活動が行われうることから関連

施設に含むようになった。 

 

生涯学習  生涯教育 

 「生涯学習」とは、人々が生涯にわたり、

生活や職業、社会的活動、趣味などに関する

能力を向上させるため、主体的に学び続ける

ことをいう。「生涯教育」とは、全ての人々

が生涯にわたって、それぞれ必要な学習を進

めていくことができるよう、その条件の開発、

整備、調整していくことをいう。最近では、

「生涯教育」を含めて「生涯学習」と使われ

ることが多くなっている。 

 

生涯学習社会 

 人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会

を選択して学ぶことができ、その成果が適切

に評価されるような社会。 

 

生涯学習推進本部 

 我孫子市の生涯学習振興に関する行政施

策を総合に推進するため設置され、生涯学習

基本構想・基本計画策定及び実施、生涯学習

に係る諸施策の協議及び総合調整をおもな

任務とし、本部長に市長を、副本部長に副市

長及び教育長、本部員には各部長相当職によ

り構成されている。本部に生涯学習の振興の

協議、先導的事業等を行うために、あびこ楽

校協議会が置かれている。 

 

生涯スポーツ 

 生きがいのある生活と活力ある社会とな

るよう、生涯の各時期にわたって生活の中に

スポーツを豊かに取り入れること。年齢や体

力、目的に応じて、いつでも、どこでもスポ

ーツに親しめるよう振興すること。 

 

総合型地域スポーツクラブ 

 身近な地域でスポーツに親しむことがで

きる新しいタイプのスポーツクラブで、子ど

もから高齢者まで（多世代）、さまざまなス

ポーツを愛好する人々（多種目）、それぞれ

の志向・レベルにあわせて参加できる（多志

向）という特徴をもち、地域住民により自主

的・主体的に運営されるスポーツクラブをい

う。我孫子市においても身近な学校施設を利

用し、地域のだれもがスポーツをとおした健

康づくりやコミュニティづくりを目的とし

た地域クラブの育成をめざし、体育指導員が

中心となり地域クラブの設立を進めている。

平成１６年度には根戸地区に１クラブ設立

し、平成１７年度は、天王台、湖北、布佐地

区を中心にクラブ設立に向け事業を進め、平

成１９年度に天王台、湖北地区に各１クラブ

が設立された。今後は、中学校区に１クラブ

の設立に向け事業が進められる。 

 

タ 

体験学習 

 ボランティア体験や自然体験、職場体験な

どさまざまな実際の体験に立脚した学習活

動で、実際的な活動体験をとおして学ぶこと

をねらった学習形態。 

 

団塊の世代 

 第二次世界大戦直後の日本において昭和

２２年から昭和２４年-昭和２５年にかけて

の第一次ベビーブーム、もしくはその前後に

生まれた世代をさす。 

 

地域交流教室 

 地域での生涯学習活動を支援するため、学

校施設の一部を地域交流教室として、小学校



資料編 

－58－ 

６校で８教室開放している。 

 

地区社会福祉協議会 

 住民による福祉のまちづくりの地域拠点

として、我孫子北、我孫子南、天王台、湖北、

湖北台、布佐の市内６地区に地区社会福祉協

議会を設置している。介護教室や世代間交流、

子育てサロン、広報紙の発行など、地域にあ

った福祉活動に取り組んでいる。 

 

地球温暖化 

 地球表面の大気や海洋の平均温度が長期

的にみて上昇する現象であり、単に「温暖化」

ということもある。 

 

地方分権 

 個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現

を図ることを基本とし、国及び地方公共団体

が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体

の自主性及び自立性を高め、地方公共団体が

自らの判断と責任において行政運営するこ

とを促進する。 

 

手賀沼文化拠点整備計画 

 手賀沼沿いに点在する文化ポイント（文

化・歴史・自然に関する拠点）をネットワー

ク化し、体系だった整備、活用を進めるため

に平成１９年７月に策定した計画。計画区域

は、我孫子地区と天王台地区の一部、計画期

間は平成２１年度から平成３０年度まで。ま

た、手賀沼文化拠点整備計画実行計画を平成

２０年２月に策定している。 

 

出前講座 

 市民が主催する勉強会、研究会等に市が講

師を派遣し、市政に対する説明、専門知識を

いかした実習その他生涯学習に関する講座

を行うこと。 

 

ナ 

ネットワーク 

 システム作りの手法の一つ、ある目的のため

に地域内の人、施設、設備などの各構成要素を

組み合わせることで、より良い効果の発揮をめ

ざすこと。コンピュータで端末機を接続するた

めの機器などによって、構成される伝達媒体や

回路網。 
 

ＮＰＯ（Non Profit Organization） 

活動によって利益を目的とせず、また利益

があっても、不特定の人々の利益に積極的に

寄与する民間の公益活動団体。 

 

ハ 

ボランティア 

自発性、無償性、利他性に基づく活動、ま

たはそれに携わる人。 

 

ハンディキャップ 

身体の障害の意味でのハンディキャップ

と、知的行動の障害の意味でのハンディキャ

ップ、競技におけるハンディキャップなどが

ある。 

 

マ 

まちづくり協議会 

 自治会・町内会、地域で活動する諸団体や

有志の住民で構成される自主的な組織で、住

民相互の交流と連携をとおして地域のさま

ざまな問題を解決し住みよい環境づくりを

進める、地域コミュニティの母体組織。現在

９協議会が設立されている。 

 

ヤ 

ユネスコ 

 国連教育科学文化機関。昭和２４年（１９

４６年）発足。教育・文化・科学面の協力を

とおして世界平和に寄与することをめざす。 
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ラ 

リカレント教育 

 社会に出てからも、大学等の教育・訓練機

関に戻って、職業生活に必要な知識や技術を

学べる教育システム。循環・反復型の教育体

制。 


